
登 記 簿

登 記 簿

敦賀－１

所 在 地

住 居 表 示

都市計画区域（内・外）

都
　
　
市
　
　
計
　
　
画
　
　
法

物 件 調 書

雑種地

（１）都市計画法・土地区画整理法に基づく制限

法令に基づく制限概要

（制限の概要）

面　　　　　積 851.95㎡ 実測面積は、
（確定測量図・丈量図・現況測量
図・用地実測図）
に基づく現　　況

（備考）

地　　　　　目

有（１　計画決定　　２　事業決定　　名称　　　　　　　　　幅員　　ｍ）　　　

851㎡ 実　　測

有 ・ 無

無

　１　許可番号　　　　　号（平成　　年　　月　　日）

　２　完了公告　　　　　号（平成　　年　　月　　日）

　許可等の種類

敦賀市公文名４号八反田４番２

－

都市計画道路

宅地

仮換地指定　　　（　未・済　）　　　年　　月　　日　　　　　号

換地処分の公告（予定・済）　　　　　年　　月　　日

清算金 　有　・　無　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

換地（予定）期日

　１　市街化区域　　２　市街化調整区域　　３　非線引区域　　４　準都市計画区域

　５　その他

土
地
区
画
整
理
法

名称

（備　考）

土地区画整理事業 　有　・　無　・　施行中計画

開発許可等
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（備考）

私道の変更または廃止の制限

200%
容積率＝〔道路幅員〕　　　　　ｍ×　　　／10×100％

建物の高さの制限

延床面積の限度
（容積率制限）

外壁後退・壁面線の制限 　　有　　・　　無

特別・用途・地区

１　道路斜線制限　　２　隣地斜線制限　　３　北側斜線制限
４　絶対高さ　１０ｍ・１２ｍ
５　日影による中高層の建築物の制限（　　　種）

１　防火地域　　２　準防火地域　　３　高度地区　　４　高度利用地区　　５　特定街区

６　景観地区　　７　風致地区　　８　災害危険区域　　９　地区計画区域

１０　高層住居地区　　１１　都市再生特別地区　　　１２　特別用途地区

１３　特定用途制限地域　１４　その他（下記制限の概要のとおり　　　　　　　　　　）

建築面積の限度
（建ぺい率制限）

ただし接面道路の幅員により左記容積率がさらに下記のとおり制限されます。

（制限の概要）
　・　敦賀市立地適正化計画における居住誘導区域外・都市機能誘導区域外
　・　敦賀市土地利用調整条例（第一種中高層住居専用地域に準じる）

建築協定

地
域
・
地
区
・
街
区

60%

用
途
地
域

（制限の概要）

１ 第一種低層住居専用地域　　２ 第二種低層住居専用地域

３ 第一種中高層住居専用地域　　４ 第二種中高層住居専用地域　 ５ 第一種住居地域

６ 第二種住居地域　　７ 準住居地域   ８ 近隣商業地域 　 ９ 商業地域

10 準工業地域　　11 工業地域 　12　工業専用地域　13　用途地域の指定なし

（２）建築基準法に基づく制限

　　有　　・　　無

　　有　　・　　無
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その他
（　　　　　　　）
（　　　　　　　）２３　港湾法

７　　景観法

５８　高齢者、障がい者
等の移動等の円滑化の促
進に関する法律

４０　海岸法 ５１　土地収用法

（３）その他の法令に基づく制限

※数字は、宅地建物取引業法施行令第３条１項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号です。

３０　都市公園法

３１　自然公園法

１６　近畿圏の近郊整備区域及
び都市開発区域の整備及び開発
に関する法律

３３　近畿圏の保全区域の
整備に関する法律

２４　住宅地区改良法

１４　旧市街地改造法（旧防災
建築街区造成法において準用す
る場合に限る）

１０　地方拠点都市地域整備及
び産業業務施設再配置の促進に
関する法律

（制限の概要）
・敦賀市景観条例に基づく景観計画区域内にあり、一定の行為について届け出が必要です。
・宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内にあり、一定の行為について許
可等が必要です。

１８　都市再開発法

２２　地域における歴史的風致
の維持及び向上に関する法律

３９ 特定都市河川浸水被
害対策法

３８　河川法

８　　土地区画整理法

５４　国土利用計画法

５６　廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

２５　公有地拡大推進法

２６　農地法

２７　宅地造成等規制法

５７　土壌汚染対策法

５２　文化財保護法

４３　地すべり等防止法

４４　急傾斜地法

４８　道路法

５０　全国新幹線鉄道整
備法

４５　土砂災害防止対策
推進法

４２　砂防法

４６　森林法

５３　航空法（自衛隊法
において準用する場合を
含む。）

3／6



西 側 番 有効 4.8 ｍ 6.9 ｍ

側 番 ｍ ｍ

側 番 ｍ ｍ

側 番 ｍ ｍ

(１)

(２)

(３)

(４)

2

3

4

ｍ ｍ
路地状敷地（敷地延長）の制限

道
路
の
種
類

土地を建築物の敷地として利用するため上記１の法によらないで道を築造
しようとする者が特定行政庁から指定を受けたもの（位置指定道路）

法４３条１項但書の適用

道路の種類（下記） 幅員（ｍ）

敷地と道路との関係

（法45条による制限があります）

　　　有　・　無

道路境界線後退（セットバック）
による建築確認対象面積の減少
（セットバックの内容）

※法：建築基準法

接道長さ（ｍ）

公道・私道

接
　
面
　
道
　
路

　　　有　・　無

1

上記１～３に該当しない道路（建築確認不可）

　　有　・　無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　可　・　否　）

私道の変更又は廃止の制限

敷地と道路との関係（概略図）

路地状部分の長さ 路地状部分の幅員

建築物の建築の可否

上記１（３）に該当する道路のうち、幅員が４ｍ未満のもので特定行政庁
が指定したもの　　　　　　　　　　　　　　　　（法４２条２項道路）

接道方向 公・私道の別

公道・私道

公道・私道

１（１）

道路法による道路

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法、都市再開発法、
新都市基盤整備法、大都市地域における住宅地等の促進に関する法律による道
路

道路位置指定道路

公道・私道

昭和・平成　　年　　月　　日　第　　　　　　　号

建築基準法第３章が適用されるに至った際、現に存在する道

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、
大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する法律による新設変更の
事業計画のある道路で２年以内にその事業が執行される予定のものとして
特定行政庁が指定したもの
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㎡ （持分　　／　　）

円

㎡

下水道

供給処理施設の概要

接面道路配線 有・無

接面道路配管

（備考）

住　　所

氏　　名

敦賀市上下水道お客様センター

敦賀市上下水道お客様センター

敦賀市上・下水道課管理の図
面上は引込済、現地では汚水
桝確認できず

有・無

負担金

建築基準法42条２項等により後退（セットバック）する部分の面積

私道負担等に関する事項

有・無

（備考）

電気

計画なし
℡

都市ガス

１　対象不動産に含まれる私道に関する負担等の内容

負担面積

２　対象不動産に含まれない私道に関する事項

接面道路配管

有・無接面道路配管

℡  0770-22-8143

事業所名施設整備状況配管等の状況

北陸電力送配電株式会社

℡  0570-051-081

私道負担等の有無 　有　・　無

℡  0770-22-8143

所有名義人

上水道

引込可

敦賀市上・下水道課管理の図
面上は引込済、現地では量水
器ボックス確認できず
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線 駅

線 駅

南西 方 約 4 ㎞・ 徒歩約 50 分

南 方 約 90 ｍ・ 徒歩約 2 分

市役所

支所

役場

小学校 物件の 南西 方 約 0.9 ㎞

中学校 物件の 北西 方 約 1.2 ㎞

 

・砂利敷きの下に防草シートが敷かれています。

参
考
事
項

・地下埋設物調査、地盤調査、土壌汚染調査および電波障害調査は行なっていません。

・現況での売却となります。

・上水道及び公共下水道については、上・下水道課管理の図面では引込済みとなっていますが、上下水道の

その他

　　コミュニティバス

  福井県はその責任をを負いません。

　利用については事業者に事前に確認・相談してください。

・０.５ｍ～３.０ｍ未満の洪水浸水想定区域（想定最大規模）に含まれます。

・接面街路との間に介在する水路上の橋については溝渠敷の占用継続許可申請が必要であり、使用料の支払い

　が必要となる場合があります。詳細については敦賀市水道部経営企画課に確認してください。

・令和６年に解体された建物の基礎杭が地中に一部残存しています。詳細については福井県財産活用課に

＊契約後に売買物件が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、

　流れる水が当該側溝に流れる形になっています。

　ですが、別途の地下埋設物調査は行っていないため、その他に地下埋設物が残存している可能性があります。

　確認してください。

・上記建物解体工事中に、複数の地下埋設物（埋設杭、コンクリートガラ）が確認されました。これらについては撤去済み

・西側のコンクリート立上がり部分が敦賀市所有の水路に越境しており、当該部分を利用する場合は占用許可

　申請を要し使用料が発生する可能性があります。詳細については敦賀市水道部経営企画課に確認してくださ

　い。

・敷地内の南側隣接地と接する部分に側溝があり、南側隣接地のブロック塀に設置されている水抜き穴から

※　物件調書は、入札参加者等が物件の概要を把握するための参考資料です。
　　 （制限等の内容についても、概要のみの記載となります。）
　　入札参加、買受申込みの際には、必ずご自身の責任において現地および諸規制についての調査、
確認を行ってください。

小 学 校 粟野南

市町役場

ハピラインふくい鉄道

交通機関および公共施設の状況

バ ス

公 共 施 設

中 学 校

物件の　北　方　約　2.7　km

敦賀

粟野

敦賀

停留所和久野

鉄 道

ＪＲ

交 通 機 関
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